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平成18年 3月 7日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1757号

告
　
示

◯
県
議
会
の
議
員
の
選
挙
区
に
係
る
合
併
市
町
村
に
お
け
る
選
挙
区
ご
と
の
区
域
及
び
人
口

（
一
六
六
・
市
町
村
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
公
有
水
面
埋
立
免
許
願
書
の
提
出
（
一
六
七
・
水
産
漁
港
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
の
取
消
し
（
一
六
八
・
観
光
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
建
設
業
者
に
対
す
る
営
業
の
停
止
命
令
（
一
六
九
・
建
設
管
理
課
）

◯
都
市
計
画
事
業
の
変
更
の
認
可
の
告
示
が
あ
っ
た
旨
の
公
告
（
一
七
〇
・
都
市
計
画
課
）
…
…
２

◯
平
成
十
八
年
度
二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
の
実
施
（
一
七
一
・
建
築
住
宅

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
証
紙
売
り
さ
ば
き
の
廃
止
の
届
出
（
一
七
二
・
会
計
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

公
　
告

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
（
鹿
角
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
４

◯
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
鹿
角
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

◯
土
地
改
良
区
の
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
（
鹿
角
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
４

◯
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
（
北
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
の
届
出
（
山
本
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

◯
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分
（
雄
勝
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

秋
田
県
告
示
第
百
六
十
六
号

秋
田
県
議
会
議
員
の
選
挙
区
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
秋
田
県
条
例
第
八
十
四
号
）

第
一
条
及
び
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
選
挙
区
の
人
口
に
つ
い
て
、
市
町
村
の
合
併
の
特
例
等
に
関
す

る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
五
十
五
号
。
以
下
「
新
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
の
規

定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
昭
和
四
十
年
政
令
第
五
十
二
号
）
第
十
三
条
第
一
項
及
び
新
令
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

１

告
　
　
　
　
　
　
示

ペ
ー
ジ

選

挙

区

秋
田
市

能
代
市

横
手
市

大
館
市

本
荘
市

男
鹿
市

湯
沢
市

大
曲
市

鹿
角
市
鹿
角
郡

北
秋
田
郡

山
本
郡

南
秋
田
郡

河
辺
郡

由
利
郡

仙
北
郡

区
域
（
平
成
十
七
年
一
月
十
日
に
お
け
る
市
町
村

の
区
域
）

秋
田
市

能
代
市

横
手
市

大
館
市

本
荘
市

男
鹿
市

湯
沢
市

大
曲
市

鹿
角
市
、
小
坂
町

鷹
巣
町
、
比
内
町
、
森
吉
町
、
阿
仁
町
、
田
代
町
、

合
川
町
、
上
小
阿
仁
村

琴
丘
町
、
二
ツ
井
町
、
八
森
町
、
山
本
町
、
八
竜

町
、
藤
里
町
、
峰
浜
村

五
城
目
町
、
昭
和
町
、
八
郎
潟
町
、
飯
田
川
町
、

天
王
町
、
井
川
町
、
若
美
町
、
大
潟
村

河
辺
町
、
雄
和
町

仁
賀
保
町
、
金
浦
町
、
象
潟
町
、
矢
島
町
、
岩
城

町
、
由
利
町
、
西
目
町
、
鳥
海
町
、
東
由
利
町
、

大
内
町

神
岡
町
、
西
仙
北
町
、
角
館
町
、
中
仙
町
、
田
沢

湖
町
、
協
和
町
、
南
外
村
、
仙
北
町
、
西
木
村
、

太
田
町
、
美
郷
町

人
　
　
口

三
一
四
、
九
五
六
人

五
一
、
七
〇
五
人

三
八
、
八
二
三
人

六
三
、
六
六
七
人

四
五
、
三
〇
三
人

二
八
、
五
〇
八
人

三
三
、
三
九
二
人

三
八
、
〇
二
三
人

四
三
、
五
八
五
人

六
一
、
九
九
六
人

四
四
、
九
五
五
人

七
〇
、
八
一
一
人

一
八
、
〇
九
一
人

七
三
、
二
四
七
人

一
一
〇
、
二
三
五
人



平成18年 3月 7日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1757号

秋
田
県
告
示
第
百
六
十
七
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
有
水
面

埋
立
免
許
願
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
そ

の
要
領
を
告
示
し
、
願
書
及
び
関
係
図
書
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
願
書
の
要
領

（一）

埋
立
出
願
人
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名

（１）

名
称
　
秋
田
県

（２）

住
所
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

（３）

代
表
者
の
氏
名
　
秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

（二）

埋
立
区
域
及
び
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

（１）

埋
立
区
域

位
置
　
山
本
郡
八
森
町
字
滝
の
間
三
百
二
十
四
番
地
一
地
先
の
防
波
堤
地
先
の
公
有
水
面

面
積
　
二
千
八
百
六
十
六
・
七
五
平
方
メ
ー
ト
ル

（２）

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

位
置
　
山
本
郡
八
森
町
字
滝
の
間
三
百
二
十
四
番
地
一
地
先
の
防
波
堤
地
先
の
公
有
水
面

面
積
　
二
万
千
八
十
三
・
八
五
平
方
メ
ー
ト
ル

（三）

埋
立
地
の
用
途

漁
港
施
設
用
地

（四）

出
願
の
年
月
日

平
成
十
八
年
二
月
二
十
一
日

二
　
願
書
及
び
関
係
図
書
の
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

（一）

縦
覧
期
間
　
平
成
十
八
年
三
月
七
日
か
ら
同
年
三
月
二
十
七
日
ま
で

（二）

縦
覧
場
所
　
農
林
水
産
部
水
産
漁
港
課
及
び
山
本
地
域
振
興
局
農
林
部

秋
田
県
告
示
第
百
六
十
八
号

秋
田
県
営
宮
沢
海
岸
オ
ー
ト
キ
ャ
ン
プ
場
の
指
定
管
理
者
で
あ
る
法
人
が
合
併
に
よ
り
解
散
す
る

こ
と
に
伴
い
、
次
の
と
お
り
そ
の
指
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
秋
田
県
公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理

者
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
秋
田
県
条
例
第
三
号
）
第
八
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
住
所
及
び
名
称

男
鹿
市
野
石
字
大
場
沢
下
一
番
地
十
七

株
式
会
社
わ
か
み
観
光
物
産
開
発

二
　
指
定
取
消
年
月
日

平
成
十
八
年
二
月
十
七
日

秋
田
県
告
示
第
百
六
十
九
号

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
に
対
し
て
営
業
の
停
止
を
命
じ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日

平
成
十
八
年
三
月
一
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号

西
村
土
建
株
式
会
社

能
代
市
御
指
南
町
一
番
四
十
五
号

代
表
取
締
役
　
能
　
登
　
信
　
一

秋
田
県
知
事
許
可
（
般
・
特
―
一
三
）
二
八
一

三
　
処
分
の
内
容

平
成
十
八
年
三
月
八
日
か
ら
同
月
十
日
ま
で
の
間
、
建
設
業
の
す
べ
て
の
営
業
の
停
止

四
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

西
村
土
建
株
式
会
社
が
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
違
反
及
び
労
働
安
全

衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
違
反
の
罪
で
、
能
代
簡
易
裁
判
所
か
ら
罰
金
三
十

万
円
の
略
式
命
令
を
受
け
た
。

こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
。

秋
田
県
告
示
第
百
七
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
事
業
の
変
更
の
認
可
の
告
示
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第

２

河
辺
郡

由
利
郡

仙
北
郡

平
鹿
郡

雄
勝
郡

河
辺
町
、
雄
和
町

仁
賀
保
町
、
金
浦
町
、
象
潟
町
、
矢
島
町
、
岩
城

町
、
由
利
町
、
西
目
町
、
鳥
海
町
、
東
由
利
町
、

大
内
町

神
岡
町
、
西
仙
北
町
、
角
館
町
、
中
仙
町
、
田
沢

湖
町
、
協
和
町
、
南
外
村
、
仙
北
町
、
西
木
村
、

太
田
町
、
美
郷
町

増
田
町
、
平
鹿
町
、
雄
物
川
町
、
大
森
町
、
十
文

字
町
、
山
内
村
、
大
雄
村

稲
川
町
、
雄
勝
町
、
羽
後
町
、
東
成
瀬
村
、
皆
瀬

村

一
八
、
〇
九
一
人

七
三
、
二
四
七
人

一
一
〇
、
二
三
五
人

六
四
、
八
三
一
人

四
三
、
三
四
三
人
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六
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

秋
田
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
四
・
二
十
七
号
千
秋
広
面
線
及
び
三
・
四
・
二
十
九
号
秋
田
環

状
線

二
　
施
行
者
の
名
称

秋
田
県

三
　
事
務
所
の
所
在
地

（一）

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

（二）

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
二
号
　
秋
田
地
域
振
興
局
建
設
部

四
　
事
業
地
の
所
在

収
用
の
部
分
　
変
更
な
し

秋
田
県
告
示
第
百
七
十
一
号

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
の
規
定
に

よ
り
、
平
成
十
八
年
二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
建

築
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
五
年
秋
田
県
規
則
第
二
十
九
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告

示
す
る
。

な
お
、
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
は
、
法
第
十
五
条
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
秋
田
県

指
定
試
験
機
関
で
あ
る
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
が
行
う
。

平
成
十
八
年
三
月
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
試
験
の
日
時
及
び
場
所

（一）

二
級
建
築
士
試
験

（１）

学
科
の
試
験

ア
　
日
時
　
平
成
十
八
年
七
月
二
日
（
日
）
午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
十
分
ま
で

イ
　
場
所
　
秋
田
県
Ｊ
Ａ
ビ
ル
（
秋
田
市
八
橋
南
二
丁
目
十
番
十
六
号
）

（２）

設
計
製
図
の
試
験

ア
　
日
時
　
平
成
十
八
年
九
月
二
十
四
日
（
日
）
午
前
十
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
ま
で

イ
　
場
所
　
秋
田
県
Ｊ
Ａ
ビ
ル
（
秋
田
市
八
橋
南
二
丁
目
十
番
十
六
号
）

（二）

木
造
建
築
士
試
験

（１）

学
科
の
試
験

ア
　
日
時
　
平
成
十
八
年
七
月
二
十
三
日
（
日
）
午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
十
分
ま
で

イ
　
場
所
　
秋
田
県
Ｊ
Ａ
ビ
ル
（
秋
田
市
八
橋
南
二
丁
目
十
番
十
六
号
）

（２）

設
計
製
図
の
試
験

ア
　
日
時
　
平
成
十
八
年
十
月
八
日
（
日
）
午
前
十
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
ま
で

イ
　
場
所
　
秋
田
県
Ｊ
Ａ
ビ
ル
（
秋
田
市
八
橋
南
二
丁
目
十
番
十
六
号
）

二
　
学
科
の
試
験
の
科
目

建
築
計
画
、
建
築
構
造
、
建
築
施
工
及
び
建
築
法
規

三
　
受
験
資
格

法
第
十
五
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

四
　
受
験
申
込
み
の
手
続

（一）

受
付
場
所
に
お
け
る
受
験
申
込
み

（１）

受
験
申
込
み
に
必
要
な
書
類

ア
　
受
験
申
込
書

イ
　
添
付
書
類

受
験
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

写
真
二
枚

（２）

受
験
申
込
書
用
紙
の
交
付

ア
　
期
間
　
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
き
、
平
成
十
八
年
四
月
三
日
（
月
）
か
ら
同
月
十
四

日
（
金
）
ま
で

イ
　
場
所
　
社
団
法
人
秋
田
県
建
築
士
会
の
事
務
所
（
中
央
支
部
以
外
の
各
支
部
の
事
務
所

を
含
む
。
）

（３）

受
験
申
込
書
の
受
付

ア
　
場
所
及
び
期
間

社
団
法
人
秋
田
県
建
築
士
会
の
事
務
所
（
秋
田
市
山
王
一
丁
目
七
番
三
号
　
山
王
ウ

エ
ス
タ
ン
ビ
ル
三
階
）
に
お
い
て
は
、
平
成
十
八
年
四
月
十
日
（
月
）
か
ら
同
月
十
四

日
（
金
）
ま
で

社
団
法
人
秋
田
県
建
築
士
会
北
秋
支
部
の
事
務
所
（
大
館
市
片
山
町
三
丁
目
十
三
番

三
号
　
福
士
静
夫
設
計
計
画
事
務
所
内
）
に
お
い
て
は
、
平
成
十
八
年
四
月
十
日
（
月
）

及
び
同
月
十
一
日
（
火
）

イ
　
時
間
　
午
前
十
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

（４）

受
験
申
込
み
の
方
法

受
験
申
込
書
は
、
直
接
受
付
場
所
に
提
出
す
る
こ
と
。

（二）

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み

（１）

受
験
申
込
み
の
受
付

ア
　
期
間
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
（
土
）
か
ら
同
月
七
日
（
金
）
ま
で

イ
　
時
間
　
受
付
開
始
日
の
午
前
十
時
か
ら
受
付
最
終
日
の
午
後
四
時
ま
で

（２）

受
験
申
込
み
の
方
法

３

（ア）（イ）（ア）（イ）
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財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
、
必
要
な
事
項
を

入
力
し
申
し
込
む
こ
と
。

五
　
受
験
手
数
料

（一）

額
　
一
万
五
千
百
円

（二）

納
付
方
法
　
郵
便
為
替
に
よ
り
、
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
に
納
付
す
る
こ

と
。
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
者
は
、
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育

普
及
セ
ン
タ
ー
指
定
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
又
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
決

裁
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。
）

六
　
合
格
者
の
発
表

平
成
十
八
年
十
二
月
上
旬
に
秋
田
県
公
報
に
登
載
す
る
と
と
も
に
、
合
格
者
に
は
合
格
し
た
旨

を
、
不
合
格
者
に
は
不
合
格
の
旨
及
び
成
績
を
書
面
で
通
知
す
る
。

な
お
、
学
科
の
試
験
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
八
年
九
月
上
旬
に
合
格
者
に
は
合
格
し
た
旨
を
、

不
合
格
者
に
は
不
合
格
の
旨
及
び
成
績
を
書
面
で
通
知
す
る
。

七
　
試
験
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
先

財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
東
北
支
部
（
電
話
〇
二
二
―
二
二
三
―
三
二
四
五
）

社
団
法
人
秋
田
県
建
築
士
会
（
電
話
〇
一
八
―
八
六
三
―
六
三
四
八
）

八
　
そ
の
他

（一）

設
計
製
図
の
試
験
の
課
題
は
、
平
成
十
八
年
六
月
下
旬
か
ら
試
験
当
日
ま
で
、
財
団
法
人
建

築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
東
北
支
部
及
び
社
団
法
人
秋
田
県
建
築
士
会
の
事
務
所
に
掲
示
す

る
と
と
も
に
、
学
科
の
試
験
の
試
験
会
場
に
掲
示
す
る
。

（二）

受
験
に
際
し
、
身
体
に
障
害
が
あ
る
た
め
特
に
何
ら
か
の
措
置
を
希
望
す
る
者
は
、
あ
ら
か

じ
め
受
験
申
込
時
に
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
。

秋
田
県
告
示
第
百
七
十
二
号

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
第
五
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、

証
紙
の
売
り
さ
ば
き
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
規
則
第
五
十
九
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

売
り
さ
ば
き
を
廃
止
し
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

山
本
郡
二
ツ
井
町
字
比
井
野
十
八
番
地
三
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
仁
　
子

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
鹿

角
郡
小
坂
町
大
谷
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

鹿
角
郡
小
坂
町
大
地
字
上
村
百
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
沢
　
田
　
孝
　
男

二
　
就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

鹿
角
郡
小
坂
町
小
坂
字
村
上
十
六
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
多
　
田
　
正
　
人

〃
　
　
〃
　
　
小
坂
字
余
路
米
八
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
銭
　
盛
　
　
　
鎮

〃
　
　
〃
　
　
小
坂
字
冷
川
四
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
川
　
口
　
清
　
治

〃
　
　
〃
　
　
荒
川
字
荒
川
二
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兎
　
澤
　
福
　
男

〃
　
　
〃
　
　
大
地
字
上
村
百
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
澤
　
田
　
文
　
男

三
　
就
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

鹿
角
郡
小
坂
町
小
坂
字
相
内
七
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
　
村
　
修
太
郎

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
鹿
角

郡
小
坂
町
大
谷
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
平
成
十
八
年
二
月
二
十
八

日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
鹿

角
郡
小
坂
町
大
谷
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
土
地
改
良
事
業
（
大
谷
地
区
維
持
管
理
事
業
）

計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
平
成
十
八
年
二
月
二
十
八
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

次
の
者
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
県
営
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
係
る
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し

た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
北
秋
田
市
綴
子
字
大
堤
七
十
七
番
地
三
沢
敏
行
ほ
か
十
六
人

（一）

縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称
　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
綴
子
地
区
基
幹
水
利
施
設
補
修
事

業
）
変
更
計
画
書
の
写
し

４
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（二）

縦
覧
期
間
　
平
成
十
八
年
三
月
八
日
か
ら
同
年
四
月
五
日
ま
で

（三）

縦
覧
場
所
　
北
秋
田
市
役
所

二
　
北
秋
田
市
浦
田
字
浦
田
四
十
九
番
地
石
崎
英
夫
ほ
か
十
九
人

（一）

縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称
　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
浦
田
地
区
ほ
場
整
備
事
業
（
担
い

手
育
成
型
）
）
変
更
計
画
書
の
写
し

（二）

縦
覧
期
間
　
平
成
十
八
年
三
月
八
日
か
ら
同
年
四
月
五
日
ま
で

（三）

縦
覧
場
所
　
北
秋
田
市
役
所

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
山

本
町
泉
八
日
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

山
本
郡
山
本
町
森
岳
字
泉
八
日
百
六
十
四
番
地
の
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
　
井
　
重
　
夫

平
成
十
八
年
二
月
二
十
七
日
県
営
土
地
改
良
事
業
（
宇
留
院
内
地
区
土
地
改
良
総
合
整
備
事
業

（
新
生
産
調
整
型
）
）
の
換
地
処
分
を
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十

五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

５
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